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表2 PAL，CEC規制値（通商産業省・国土交通省告示 平成15年4月1日より抜粋+）

CEC／AC＝空調消費エネルギー量／仮想空調負荷
CEC／V ＝換気消費エネルギー量／仮想換気消費エネルギー量
CEC／L ＝照明消費エネルギー量／仮想照明消費エネルギー量
CEC／HW＝給湯消費エネルギー量／仮想給湯負荷
CEC／EV＝EV消費エネルギー量／仮想EV消費エネルギー量

ホテル等

420
2.5
1.0
1.0

1.0

380
1.7
0.9
1.0

─

事務所等

300
1.5
1.0
1.0

1.0

学校等

320
1.5
0.8
1.0

─

飲食店等

550
2.2
1.5
1.0

─

基 準

PAL
CEC／AC
CEC／V
CEC／L

CEC／HW

CEC／EV

対象

建築
空調
換気
照明

給湯

昇降機

病院等

340
2.5
1.0
1.0

─

集会所等

550
2.2
1.0
1.0

─

工場等

―
―
―
1.0

─

0＜lx≦7の場合 1.5
7＜lx≦12の場合 1.6
12＜lx≦17の場合 1.7
17＜lx≦22の場合 1.8
22＜lxの場合 1.9

lx は，給湯に関わる循環配管および
一次側配管の長さの合計（ ）を全使
用湯量（ ）の日平均値で除した値。

物品販売店
を営む店舗等

業種

第二種

1200万kWh
以上

・エネルギー管理員選出（注）
・中長期計画作成，提出
・定期報告

2002年6月改正で追加
左記を除くすべての業種
（たとえば，オフィスビ
ル，デパート，ホテル，
学校，病院，官公庁，遊
園地など）

制定（1979年）～
以下の5業種
・製造業
・鉱業
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業

・定期報告

管理義務年間エネルギー使用量

3000kL以上

1500kL以上 600万kWh
以上

第一種 第一種
2002年6月追加

燃料（熱）
原油換算量

電気

（注）エネルギー管理員選任については，2002年6月に追加された業種では，中長期計画作成の際のみでよい。


